
  

 

 

 

  

★返す時に必要なものは・・・返納するマイナンバーカードのみ★ 

（本人による返却では本人確認書類は不要です。） 

返す方法は・・・？ 
マイナカードで、マイナポータルの 

登録をしていますか？ 

役所の窓口へ行って手続き。 

マイナカードだけ持って行けば OK！ 

★役所の窓口で、マイナカードの返却を

希望と伝える。返納手続きの申請書に

記載。理由は「使わないので自主返納」

と書けば OK！  （手数料：無料） 

電子証明書の失効申請書に記入。

パスワードは自分で入れて、後は役

所の職員に中身を削除してくれるよ

うに伝える。その後、IC チップに穴を

あけてもらってから、 カードを返す。  

これで返納は OK！ 

マイナポータルに 

口座情報を登録し

てありますか？ 

マイナポータルにログイン。 

まず、口座登録を削除。 

次に口座登録の履歴を削除。 

マイナポータルの利用者登録を 

削除。   ★の所へ。 

 

 

 

マイナポータルにログイン。 

はい 

 

いいえ 
いい
え 

 

政府は健康保険証のほか、運転免許証、銀行口座など次々に一体化しようとして

います。でも、たくさんの情報が集まるほど、もれるリスクは高くなります。 

マイナポイントという人参     をぶら下げて、マイナカードをもたせようとしているの

は、私たちのためではなく、企業のためと政府にとって利権があるからです。 

この先、監視社会に向かうのをストップするためにもマイナカードを返納しよう。 

 

 

●コンビニで他人の住民票や戸籍謄本が交付された。 

●マイナ保険証で他人の名前と紐づき、その人の医療情報が見える状態だった。 

●自分のマイナポイントが他人に付与されてしまった。 

●マイナ保険証にしたのに、オンライン資格確認で「無資格者」になっていた。 

●口座登録が別人に紐づけ！など、多数のトラブルが発生していて、大混乱。 

●マイナカードの交付枚数は「過大表示」だった。廃止の数は、４９０万枚にのぼる。 

（自主返納や失効など）政府は、定期的に把握・公表はしていない。 

●マイナンバーの紐付け間違いで、実際に他人の公金受取口座へ振り込まれた。 

●気候変動による自然災害は、年々増加していて、停電するリスクは大きくなっている。 

  電気が使えないと、何もできず。これまでの保険証の方がずっと重宝。 

 

スーパーシティを考える会 

メール ： ds.city.naani@gmail.com  ブログ  ➡ 

 

 それから こんなことも！ 

 今 こんなことが起きています！ 

（発行：2023年 8月） 

マイナカードは返せます ！



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

「マイナ保険証のトラブル」が次々と！ 

★病院のカードリーダーで、保険資格が確認できず、10割の負担。 

★他人の顔でも顔認証できてしまった。 

★他人の投薬情報と紐づけられていた。 

結局、マイナ保険証でも、今までの保険証を持参するはめに！ 

 

マイナカードをめぐるセキュリティ対策に不安をもった市民の、 

自主的な返納が多くなってきています。 

  カードの取得はあくまでも任意なので、返すのも自由です。 

返納すれば、情報の更新はされなくなるので、時間経過と共に、 

紐づけた個人情報は古くなり、犯罪に利用されるリスクを減らせます。 

マイナカードを返納しよう！  その方法は反対の面（裏表紙）をみてね！ 

自治体のマイナカード保有率

で、交付される地方交付税の金額

に差をつけた総務省。 

やり方があまりにも姑息です。 

マイナカード利活用のために 

猛進する政府。国民の命や健康、

大切な個人情報の保護は、まったく

考えていません。 

6/24学習会：原田富弘さんの講演 

「マイナ保険証」何が問題か？ 

講演 https://youtu.be/DvOV84elvIk 

（講演動画の画面下にレジュメ・資料案内あり） 

https://youtu.be/bOUflPTRHWQ 

★ぜひ、ごらんください。 

 

 
総額 500 億円を 

特定の自治体に配分！ 

8/4 岸田首相の会見。 

「保険証廃止変えず」 

「資格確認書」の 

有効期限を最長 5年に。 

保険証 そのままで 

いいじゃん！ 

今 マイナトラブルで 大混乱！ 

政府はデジタル後進国だという理由で、マイナカードの施策を推進 

しています。でも マイナカードと保険証の一体化は先進 7カ国（G7）の

中では 日本だけ とわかりました。 G7 とは日本を含め 

ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、アメリカ、カナダです。 

日本以外は、行政分野ごとに異なる番号を使用。 

企業などの利活用はできません。（2023/07/11付け東京新聞等 参照） 

質疑
応答 

https://youtu.be/DvOV84elvIk
https://youtu.be/bOUflPTRHWQ

